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吹田市第４次総合計画策定支援業務 公募型プロポーザル実施要領 

 

「吹田市第４次総合計画策定支援業務」（以下「本業務」という。） は、本市の総合的

かつ計画的な行政運営を図るため、新たな計画の策定を目的とするものです。 

 

１ 業務の概要 

項 目 内    容 

業 務 名 称 吹田市第４次総合計画策定支援業務 

業 務 内 容 
吹田市第４次総合計画策定支援業務仕様書 
（以下「仕様書」という。）を参照してください。 

履 行 期 間 契約の締結日から平成30年3月31日までの間 

見積上限額 
金28,446,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 
（平成２８年度：17,264,000円 平成２９年度：11,182,000円） 
上記価格を超える提案は、失格とします。 

契約保証金 

契約保証金については、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市規則第１４号）

第11３条第２項第２号の規定により、契約金額の100分の5以上とします。

ただし、同規則第１１３条第３項第１号の規定に該当する場合は、減額する

ことがあります。 

 

２ 参加資格要件 

本業務の公募型プロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる全ての条件を満たすもの

とします。 

（１）本市の平成28年度競争入札参加有資格者名簿登載業者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4に規定する者でないこと。 

（３）実施要領交付開始日から契約候補者決定日までの間において、本市から指名停止処分 

を受けていないこと。 

（４）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生

法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者につい

ては、手続開始の決定を受け、かつ、手続開始決定後に本市の競争入札参加資格の再認

定手続を完了していること。 

（５）大阪府内又は隣接府県内に本社又は支店等を有する者であること。 

（６）実施要領交付開始日から契約候補者決定日までの間において、吹田市公共工事等及び

売払い等の契約における暴力団排除措置要領に基づく入札参加除外の措置を受けていな

いこと。また、同要領別表に掲げる措置要件にも該当しないこと。 

（７）総合計画策定支援業務の実績があること。ただし、総合計画策定支援全体の実績であ

り、アンケート調査や印刷など、業務の一部の実績は認めない。 

 （８）上記（７）の業務において、総括責任者又は主担当者として業務実績のある人員を、

当該業務に従事させること。 

 （９）本業務において、充分な業務執行能力を有し、適正な執行体制を有すること及び本市

の指示に迅速かつ柔軟に対応できること。 
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３ スケジュール概要 

項番 手続き等 期限等 

1 
実施要領等の公表 
（募集開始） 

平成２８年５月１０日(火) 

2 実施要領等の配布 平成２８年５月１０日(火)～５月１８日(水) 

3 参加表明書の受付 
平成２８年５月１０日(火)～５月１８日(水) 

【午後５時３０分必着】 

4 質疑書の提出 
平成２８年５月１０日(火)～５月１８日(水) 

【午後５時３０分必着】 

5 質疑書の回答 平成２８年５月２０日(金) 

6 提案書類の提出 
平成２８年５月２０日(金)～５月２５日(水) 

【午後５時３０分必着】 

7 
第１次審査（書面審査） 
結果通知 

平成２８年５月３１日(火) 

8 
第２次審査（プレゼンテーシ
ョン、ヒアリング） 

平成２８年６月６日(月)予定 

9 第２次審査結果通知 平成２８年６月９日(木)予定 

10 
契約内容の調整、仕様書 
の確定 

平成２８年６月１３日(月)予定 

11 契約の締結 平成２８年６月１４日(火)予定 

 

４ 募集概要及び日程 

（１） 名称 

吹田市第４次総合計画策定支援業務に関する提案募集 

（２） 募集方法 

公募型プロポーザル方式 

見積金額が見積上限額を超えないものについて、提出された提案書、見積書及びプレ 

ゼンテーション・ヒアリングに対し評価を行います。 

（３） 発注者及び事務局 

ア 発注者 

    吹田市長 後藤 圭二 

イ 事務局 

   吹田市役所 行政経営部 企画財政室 

    〒５６４-８５５０ 吹田市泉町１丁目３番４０号 高層棟５階 

    ℡０６-６３８４-１７４３（直通） 

    担当者：中嶋 

    メールアドレス：ks_sokei@city.suita.osaka.jp 

（４） 実施要領及び仕様書等の配布 

ア 配布期間 

   平成２８年５月１０日（火）から平成２８年５月１８日（水）まで 

イ 配布方法 

   吹田市ホームページに掲載します。 

   吹田市ホームページ（「トップページ」→「部課組織一覧」→「行政経営部」→「企

画財政室」→「総合計画」→「吹田市第４次総合計画の策定について」）からダウン

ロードして使用すること。 

mailto:ks_sokei@city.suita.osaka.jp


 3 

ウ 配布資料 

（ア） 本業務公募型プロポーザル方式実施要領 

（イ） 本業務仕様書 

（ウ） 本業務公募型プロポーザル審査基準 

（エ） 本業務に関する提案についての提出書類等 

（５） 参加表明書等の提出 

ア 提出書類 

（ア）参加表明書（様式1） 

（イ）会社概要書（様式2） 

（ウ）類似契約実績書（様式3）及び契約書写しなど 

イ 提出期間 

平成２８年５月１０日（火）から平成２８年５月１８日（水）午後５時３０分まで 

ウ 提出場所 

 事務局 

エ 提出部数 

各1部（下記の順番で、左上をホッチキス止めしてください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 提出方法 

（ア） 持参の場合 

土曜日、日曜日を除く午前９時から午後５時３０分まで 

（イ） 郵送の場合 

 配達証明付書留郵便に限る。（提出期限必着） 

    カ 参加資格がないと判断した場合は、平成２８年５月２０日（金）までに通知します。 

（６） 質問の受付及び回答 

公募型プロポーザル方式に参加するに当たって、質問事項がある場合は次のとおり提出

してください。 

   ア 提出書類 

質疑書（様式4） 

   イ 提出期間 

    平成２８年５月１０日（火）から平成２８年５月１８日（水）午後５時３０分まで 

    

(ウ)類似契約実績書 
  契約書写し 

(イ) 会社概要書 

(ア) 参加表明書 

1 部 
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ウ 提出場所 

    事務局 

   エ 提出方法 

（ア） 持参の場合 

土曜日、日曜日を除く午前９時から午後５時３０分まで 

（イ）電子メールの場合 

件名は「吹田市第４次総合計画策定支援業務に関する質問（事業者名）」として

ください。 

   オ 質問回答日 

    平成２８年５月２０日（金） 

    参加表明書を提出した者の質問に対して、吹田市ホームページ（「トップページ」→ 

「部課組織一覧」→「行政経営部」→「企画財政室」→「総合計画」→「吹田市第４ 

次総合計画の策定について」）に回答を掲載します。 

（７） 提案書等の提出 

本業務仕様書等の内容を踏まえ、提案書等を作成し提出してください。 

   ア 提出書類         

（ア） 提案書【表紙】（様式5） 

（イ） 企画書（様式自由） 

（ウ） 見積書（様式自由）及び内訳書（様式自由） 

（エ） 工程計画表（様式自由） 

（オ） 業務実施体制調書（様式6） 

（カ） 業務責任者実績書（様式7） 

   イ 提出期間 

    平成２８年５月２０日（金）から５月２５日（水）午後５時３０分まで 

   ウ 提出場所 

    事務局 

    エ 提出部数     

提出書類は、原本1部とその写し9部を作成し、左上をホッチキスで止めて提出してく

ださい。 

オ 提出方法 

    持参してください。 

    土曜日、日曜日、祝日を除く午前９時から午後５時３０分まで 
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カ 提案書等（様式自由）に関する留意事項 

（ア） 本業務仕様書等を熟読し、業務目的達成のために必要な事項を記載してくださ

い。 

（イ） 上記（７）ア（イ）から（オ）における記載事項は、本業務公募型プロポーザ

ル方式審査基準の「審査の視点」に留意して記載してください。 

（ウ） 上記（７）ア（イ）は、5枚以内とします。 

（エ） 用紙の規格はＡ4判、両面印刷で、横書きとします。 

（オ） 文字サイズは、12ポイント以上とします。 

（カ） 左上には、必ず参加者番号を入れ、左綴じでホッチキス止めとします。 

（キ） 提出書類への鉛筆書きによる記載及び見積金額範囲外の提案は認めません。 

（ク） 提出書類には、会社名、ロゴマーク等、作成者が誰であるか分かる表示は一切 

しないでください。 

（８） 提案の無効に関する事項 

次に該当するときは、その者の提案は無効とします。 

    ア 受託候補者の選定時点において、参加資格要件に掲げる資格のない者が提案し 

たとき。 

     イ 所定の日時及び場所に提案書類を提出しないとき。 

    ウ 提案に関して談合等の不正行為があったとき。 

    エ 正常な提案の執行を妨げる等の行為をなす恐れがある者、又は、なした者が提案 

      したとき。 

    オ その他、指示した事項及び提案に関する条件に違反したとき。 

 

５ 事業者の選定 

「吹田市第４次総合計画策定支援業務プロポーザル審査委員会」（以下「審査会」という。）

において、第１次審査（書類審査）及び第２次審査（プレゼンテーション、ヒアリング）

を行います。審査会において、最高得点を得た者と次点者を契約候補者として選定します。

なお、応募が１者であっても審査し、適否を判断します。 

合計 10部 

【内訳】 

原本 1部 

写し 9部 

（カ）業務責任者実績書 

(オ) 業務実施体制調書 

(エ) 工程計画表 

(ウ) 見積書及び内訳書 

(イ) 企画書 5 枚以内 

（ア） 提案書 
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（１） 審査の方法及び留意事項 

   ア 審査会において、企画提案者の提案について書類審査による第１次審査を行い、審

査委員の合計点数の総計の上位４者を第２次審査の対象者として選定します。 

   イ 第２次審査は、プレゼンテーション・ヒアリングを行い、第２次審査の審査委員の

合計点数の総計が最高得点を得た者を契約候補者とし、２番目に高い得点のものを次

点者とします。 

   ウ 最高得点を得た者が２者以上ある場合は、審査委員の投票により決定します。 

   エ 第１次審査、第２次審査の合計得点が６割を超えない場合は失格とします。 

   オ 第１次審査、第２次審査ともに、評価、採点に関する異議は受け付けません。 

   カ 審査項目及び配点等は、本業務公募型プロポーザル方式審査基準のとおりです。な

お、提出書類が所定の形式に適合しない場合は、減点の対象となることがあります。 

（２） 第１次審査（書類審査）通知 

平成２８年５月３１日（火）に電子メールにより通知し、その後、書面による通知も

行います。 

（３） 第２次審査（プレゼンテーション・ヒアリング） 

提案に対する説明を受けるため、第１次審査（書類審査）の上位４者を対象とし、提案

書等の内容に基づくプレゼンテーション・ヒアリングを次のとおり実施します。 

 ア 実施予定日 

平成２８年６月６日（月）※実施場所及び実施時間は、個別に連絡します。 

イ 時間配分 

各事業者２５分（プレゼンテーション１５分、ヒアリング１０分） 

ウ その他 

（ア） 必ず、本業務に実際に従事する者がプレゼンテーションを行ってください。 

（イ） パワーポイントの利用は可とします。 

（ウ） コンピューターは自身で用意してください。 

（エ） プレゼンテーションの出席は、３名までとします。 

（オ） 会社名を特定できるようなもの（バッジ等）を身につけないでください。 

（４） 第２次審査（プレゼンテーション・ヒアリング）の結果通知 

 平成２８年６月９日（木）（予定）に電子メールにより通知し、その後、書面による

通知も行います。また、審査結果は、吹田市ホームページ上でも公表します。選定結果

の問い合わせについては、一切応じません。 

 

６ 契約について 

（１） 提出書類及びプレゼンテーションの結果等を総合的に評価し、最も優れた提案を行っ

た者と、本業務の契約締結交渉を行うものとします。選定された提案書の記載事項は、

原則として契約時に業務委託仕様として採用することを想定していますが、協議調整の

うえ決定します。 

（２） 契約候補者が契約締結までに、参加資格要件に規定する条件のいずれかを満たさなく

なった場合や、事故等の特別な事由により契約が不可能となった場合においては、次点

者と契約締結の交渉を行うものとします。 

（３） 契約保証金については、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市規則第１４号）第11３条 

   第２項第２号の規定により、契約金額の100分の5以上とします。ただし、同規則第１

１３条第３項第１号の規定に該当する場合は、減額することがあります。
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７ その他 

（１） 提案募集に参加する場合は、本業務公募型プロポーザル方式実施要領、仕様書等を熟 

  読し、それらを遵守してください。 

また、本市の指示に従い、円滑な提案の執行に協力し、正常な提案の執行を妨げたり、 

他の提案者の迷惑になるようなことを避けるほか、常に善良なる参加者としての態度を 

保持してください。 

（２） 提案募集に参加する者は、契約候補者決定後において、本業務公募型プロポーザル方

式実施要領等の内容について、不明又は錯誤を理由に異議を申し立てることはできませ

ん。 

（３） 提案募集に参加するために必要な費用は、提案者の負担とします。 

（４） 提出書類の受領後の差し替え及び再提出は認めません。 

（５） 提案、その他手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 

（６） 提出書類に虚偽の記載をした場合は、吹田市指名停止措置要領に基づき指名停止等の 

措置を行うことがあります。 

（７） 提出書類の著作権は、プロポーザル参加者に帰属します。ただし、吹田市が本案件の 

プロポーザルに関する報告、公表等のために必要な場合は、プロポーザル参加者の承諾 

を得ずに、提出書類の内容を無償で使用できるものとします。提案募集に係る公文書公 

開請求があった場合は、吹田市情報公開条例に基づき、提出書類を公開することがあり

ます。 

（８） 提出された書類は一切返却しません。 


